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 グローバル化が進展する中、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・

積極性、異文化理解の精神を身につけた人材の育成が重要となっています。 
 佐賀県教育委員会事務局では、こうした人材を育成するため、中学生及び高校 
生を対象に海外留学等を支援する「佐賀県中学生・高校生海外留学等助成事業」

を実施します。 
 
Ⅰ 留 学 
 １ 対象生徒：高校生 

 佐賀県内の高等学校、特別支援学校（高等部）、又は専修学校（高等課程）

（以下「高等学校等」という。）に在籍している生徒。 

 ※ 広域通信制高等学校については、佐賀県内の通信教育連携協力施設

に通学していることが認められる場合、佐賀県内の高等学校等在籍者と

みなします。 
   ※ 県内の中学校等を卒業後、海外の高等学校等へ進学する場合におい

ては、佐賀県教育長が特に認める場合、高校生とみなします。 
 

 ２ 対象事業 
原則として財団法人や民間団体等が主催する留学プログラムで、令和８

年（2026 年）４月１日から令和９年（2027 年）３月２９日までに出国し、

海外滞在期間が６か月以上であるもの 

 
 ３ 対象経費 

往復渡航費、滞在費、授業料、現地での研修費用、留学取扱団体のプログ

ラム運営及びサポート費用、パスポート・ビザの取得費及び保険料等 
 
 ４ 助成金額 

 留学に要する経費に係る自己負担額に対し、３０万円を限度として助成

します。 
 

５ 募集定員 
   １０人  
    
 ６ 応募資格 
   次のすべての要件を満たす生徒です。 
  （１）留学の出発時において「Ⅰ１ 対象生徒」に該当すること。 
  （２）在籍校（県内の高等学校に在籍せずに留学する場合は、直近に在籍し

た県内の学校）の校長の推薦を受けていること。 
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（３）留学が決定若しくは内定していること又は留学へ応募済み若しくは

応募を予定していること。 
  （４）助成金交付申請者が次の各号のいずれにも該当しないこと。 

  ① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 
     ② 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 
     ③ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
     ④ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 
     ⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又

は関与している者 
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者 
     ⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用して

いる者 
 

７ 提出書類 
  （１）出願調書 

（２）留学が決定若しくは内定していること又は留学へ応募済み若しくは

応募予定であることを証明する書類の写し 
（３）留学内容のわかる資料（学校、留学先で学ぶ内容、スケジュール等） 
（４）出願調書に記入した英語コンテスト等の受賞状況を証明する書類の

写し（入賞者のみ） 
  （５）県内の高等学校に在籍せずに留学する場合は、海外の高等学校等に入

学することを証明する書類の写し。 
※ 提出書類（出願調書、留学内容資料等）は、書類審査の対象となり

ます。また、面接時に追加で資料の提出を求めることがあります。 

 
８ 募集受付期間 

   令和８年（2026 年）４月６日（月）～令和８年（2026 年）５月２２日（金）

（消印有効） 

   ※４月１日～５月３１日までに出発する場合は、速やかに教育振興課ま

で御相談ください。 
   ※ 募集定員に達しない場合は、上記受付期間以後、令和８年（2026 年）

１２月１日（火）まで随時受付を行い、募集定員に達した時点で募集を

終了します。（消印有効） 

 
９ 選考及び結果通知 

   応募資格を満たす出願者に対して、順次、書類審査及び面接を行い、助成
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対象者を決定し、出国前までに、在籍校及び本人に通知します。 
   申込時点から過去１年間のうち指定する英語コンテスト※および、県が実

施するエンパワメントプログラムに参加した者は選考時に加点します。加

点の方法については審査要領にて別途定めます。 
   なお、選考結果に関する問合せには回答できません。 
   ※指定する英語コンテスト 
    ・高円宮杯中学校英語弁論大会県大会 
    ・高校英語スピーチコンテスト 
    ・高校英語ディベートコンテスト 
   
１０ その他 

（１）留学への助成は１回限りとします。 
（２）文部科学省留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN」及び「令和８年

度国費高校生留学促進事業」からの奨学金・支援金を付与される者は 
応募できません。 

 
１１ 書類提出先及び提出方法等 
  （１）書類提出先  〒840-8570  佐賀市城内一丁目 1 番 59 号 
            佐賀県教育委員会事務局教育振興課 

（２）提出方法  出願者は出願書類を記入の上、裏面に記載された「在籍

校校長からの推薦」欄に推薦をもらい、教育振興課あて

簡易書留郵便による郵送、又は持参してください。 
         （学校を経由せず、直接郵送又は持参してください。） 

   （３）受付時間  祝祭日を除く月曜日～金曜日 ９時から１７時まで 
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Ⅱ 海外研修 
 １ 対象生徒：中学生及び高校生 

（１）中学生 
佐賀県内の中学校、義務教育学校（後期 課程）又は特別支援学校（中

学部）（以下「中学校等」という。）に在籍している生徒。 

（２）高校生 

  佐賀県内の高等学校等に在籍している生徒。 
  ※ 広域通信制高等学校については、佐賀県内の通信教育連携協力施

設に定期的に通学していることが認められる場合、佐賀県内の高等

学校等在籍者とみなします。 
 

 ２ 対象事業 
令和８年（2026 年）７月 1 日（水）から令和９年（2027 年）３月２９日

（月）までに出国する者で、語学研修や国際交流等のために外国の高等学校

や語学学校等における学習又は交流事業等への参加を目的とし、海外滞在

期間が２週間以上６か月未満の海外研修。ただし、生徒が家族や友人等との

面会のために行う帰省等については対象としません。 
※学校及び教育研究各部会が主催するものを除く。以下、学校主催とみな

す研修の例。 
 ・学校が旅行会社等に依頼し実施される研修で、その学校の生徒のみを

対象に参加者が募集されるもの。 
 ・学校の管理・責任体制の下で実施される研修。 
・その学校のカリキュラムの一環として行われる研修。 

 
 ３ 対象経費 

往復渡航費、滞在費、授業料、現地での研修費用、留学取扱団体のプログ

ラム運営及びサポート費用、パスポート・ビザの取得費及び保険料等 
 
 ４ 助成金額 

海外研修に要する経費に係る自己負担額（１０万円を超える場合に限る。）

に対し、１０万円を助成します。 
 

５ 募集定員 
   中・高校生１００人（前期募集定員：７０人、後期募集定員３０人） 

       ※前期募集においてその募集定員に達しない場合は、その余った定員数

を後期募集の定員数に加えます。 
 ６  応募資格 
   次のすべての要件を満たす生徒です。 
   （１）海外研修の出発時において「Ⅱ １ 対象生徒」に該当すること。 
   （２）在籍校の校長の推薦を受けていること。 

（３）海外研修が決定若しくは内定していること又は海外研修へ応募済

み若しくは応募を予定していること。 
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   （４）助成金交付申請者が次の各号のいずれにも該当しないこと。 
  ① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 
     ② 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 
     ③ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
     ④ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 
     ⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又

は関与している者 
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者 
     ⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用して

いる者 
 

７ 提出書類 
（１）出願調書 
（２）海外研修が決定若しくは内定していること又は応募済み若しくは応

募予定であることを証明する書類の写し 
（３）研修内容のわかる資料(研修先で学ぶ内容、スケジュール、時間割等） 

（４）出願調書に記入した英語コンテスト等の受賞状況を証明する書類の 
   写し（入賞者のみ） 

 ※提出書類（出願調書、研修内容資料等）は、書類審査の対象となりま

す。 

 ※応募予定で出願した場合は、交付決定前に参加を証明できる書類を

提出してください。 

 
８ 募集受付期間 

（１）前期募集：令和８年（2026 年）７月１日（水）～令和８年（2026 年）

１１月３０日（月）までに出国する場合 
   令和８年（2026 年）６月１日（月）～令和８年（2026 年）６月１２日（金）

（消印有効） 

※ 上記募集で前期募集定員に達しない場合は、その余った定員数を

（２）に定める後期募集の定員数に加えます。 
  （２）後期募集：令和８年（2026 年）１２月１日（火）～令和９年（2027

年）３月２９日（月）までに出国する場合 

   令和８年（2026 年）１０月５日（月）～令和８年（2026 年）１０月１６

日（金）（消印有効） 
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９ 選考 
   応募資格を満たす出願者に対して、書類審査を行い、助成対象者を決定 

します。また、申込時点から過去１年間のうち指定する英語コンテスト※お

よび、県が実施するエンパワメントプログラムに参加した者は選考時に加

点します。加点の方法については審査要領にて別途定めます。 
なお、８（１）又は（２）に規定する募集期間において、書類審査通過者

が募集定員を超えた場合は、一部を対象に面接を行い、助成対象者を決定し

ます。 
   ※指定する英語コンテスト 
    ・高円宮杯中学校英語弁論大会県大会 
    ・高校英語スピーチコンテスト 
    ・高校英語ディベートコンテスト 
  

１０ 結果通知 
   出願者の出国前までに、在籍校及び本人に通知します。 
   なお、選考結果に関する問合せには回答できません。 
   

１１ その他 
（１）海外研修への助成は１回限りとします。 

※過去に以下の研修に参加又は助成を受けた者は応募できません。 
「未来のスペシャリスト海外研修」、「佐賀県中学生・高校生海外留学等助

成金」 

（２）文部科学省留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN」及び「令和８年

度国費高校生留学促進事業」からの奨学金・支援金を付与される者は

応募できません。 
（３）応募者が募集定員を超えた場合、過去に「全羅南道英語キャンプ」に

参加経験のない者を優先します。 
 
１２ 書類提出先及び提出方法等 

（１）書類提出先  〒840-8570  佐賀市城内一丁目 1 番 59 号 
            佐賀県教育委員会事務局教育振興課 

（２）提出方法  出願者は出願書類を記入の上、裏面に記載された「在籍

校校長からの推薦」欄に推薦印をもらい、教育振興課あ

て簡易書留郵便による郵送、又は持参してください。 
         （学校を経由せず、直接郵送又は持参してください。） 

（３）受付時間  祝祭日を除く月曜日～金曜日 ９時から１７時まで 
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Ⅲ 助成対象となる生徒の義務及び協力 
 １ 留学等先においては、社会のルールを遵守し、学業に専念してください。  
 ２ 留学等先において、学業を継続する見込みがなくなったときは、速やかに

報告してください。 
 ３ 留学及び海外研修に参加した生徒は、帰国後、県教育委員会が主催する帰

国報告会、体験発表会、意見交換会等への出席、留学等体験記原稿の作成に

ついて依頼があった場合は協力してください。 
 ４ 留学及び海外研修に参加した生徒は、帰国後１年以内に、留学又は海外研

修の成果発表を行い、留学等成果発表報告書（様式第６号）を速やかに提出

してください。 
 ５ 帰国後数年間にわたり進学先や進路等についての追跡調査やアンケート

への協力を依頼することがあります。 
 
Ⅳ 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還 
   次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、交付した助成金の

全部の返還を求めます。 
１ 留学又は海外研修プログラムに参加できないことが決定したとき。 
２ 留学又は海外研修までに、留学又は海外研修に参加する者としてふさわ

しくない行為があったとき。 
３ 交付申請書等に虚偽の内容があったとき。 
４ 留学又は海外研修先において、学業を継続する見込みがなくなったとき。 
５ 留学又は海外研修までに、在籍する学校を退学したとき。 

 
Ⅴ 個人情報 
  提出された個人情報は、厳正に管理し、本事業の目的以外に利用しません。 
 
Ⅵ 問合せ先 
   佐賀県教育委員会事務局教育振興課グローバル人材育成担当 
   電話 ０９５２－２５－７４１１ FAX ０９５２－２５－７４０９ 
   メール global-jinzai@pref.saga.lg.jp 

mailto:global-jinzai@pref.saga.lg.jp

